
リハビリテーション病院設置・運営形態検討委員会報告書 

～最終取りまとめ～ 

 

この報告書は、市が計画しているリハビリテーション病院について、その設置

・運営形態を検討するために、平成１４年１０月１日に設置された委員会で検討

した事項について取りまとめたものである。 

 ＜報告書要旨＞ 

Ⅰ．リハビリテーション病棟の必要性 

 (ⅰ)市内には救急医療の受け皿となるリハビリテーション専門病院がないこ

   と。 

 (ⅱ)リハビリテーション医療を受けるために、医療センター等から多くの市

   民が他市の病院に転院していること。 

 (ⅲ)脳血管疾患等の患者が、リハビリテーションによる医学的評価を受けず

   に自宅復帰又は施設入所していること。 

  以上の理由により、リハビリテーション病棟の整備は十分意義のあることで

 ある。 

 

Ⅱ．リハビリテーション病棟について 

  急性期を経過した患者の受け入れに特化し、発症早期から集中的にリハビ

 リテーションを行う。そのため、診療報酬上の施設基準として回復期リハビ

 リテーション病棟を取得すべきである。 

 

Ⅲ．設置・運営形態について 

  リハビリテーション病院の設置・運営形態は、医療センター等との連携を

 確保しつつ、「公的病院を取り巻く環境」、「リハビリテーション医療の特

 性」及び「リハビリテーション病院設置条件」を踏まえると、市がリハビリ

 テーション病院を建設整備し、病院経営に民間手法を導入する公設民営とす

 べきである。加えて地域リハビリテーション体制の構築をする必要がある。 

 

Ⅳ．設置場所について 

  リハビリテーション病院の設置場所は、医療センターとの連携、高額検査

 機器の共同利用を考慮すると医療センターの近隣が望ましい。 

 

Ⅴ．緩和ケア病棟について 

  緩和ケアは、診療各科によるチーム医療が不可欠であり、リハビリテーシ

 ョン単科病院で行うことは困難である。 

  そこで、緩和ケア病棟２０床は、リハビリテーション病院と切り離し、医

 療センターの増床として事業を推進すべきである。 
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１．リハビリテーション病棟の必要性 

 

 （１）県東葛南部の救急医療の中核である本市の医療センターは、恒常的に満

床状態であり、救急医療システムの円滑化のため救命救急センターの患者

の受け入れ病院確保が急務となっている。救命救急センターの空床確保の

ため転院させないと救急医療システムが動かない状況である。 

 

 （２）医療センターをはじめ市内の急性期病院から転院患者を受け入れる市内

のリハビリテーション病床が不足している。（資料－１） 

 

このことから、以下の状況が発生している。 

 

① 引き続き入院加療を要するため、転院した医療センターの脳神経外科、

整形外科患者の約６０％が市外の病院に転院している。（資料－１） 

 

② 高齢社会にともなって罹患率が高まっている脳卒中等の患者は、リハ

ビリテーションによる医学的評価及び治療を受けずに自宅復帰又は施設

に入所している。 

 

  以上のような点から医療センターの後方支援病院として、市内にリハビリテ

ーション病棟を整備することは、医療センターはもちろん他の急性期病院にと

っても十分に意義のあることである。 

 

 

２．リハビリテーション病院の役割 

 

リハビリテーション病院は、以下の役割を担うものとする。 

 

 （１）医療センター等急性期病院の後方支援 

 

 医療センターをはじめ急性期病院からリハビリテーションを必要とする

患者を早期に受け入れ、急性期病院が急性期の治療に特化できるように後

方支援を行う。 

 

 （２）患者の医学的評価 

 

 患者の機能回復状況により、自宅療養、施設入所等の退院後の治療方針

を決める。 
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３．リハビリテーション病院の特性 

 

   本市のリハビリテーション病院は、以下の特性を持つものとする。 

   

（１）標榜科目 

 

  標榜科目は、リハビリテーション科に特化させることが望ましい。 

 

（２）病棟について 

 

  ① 回復期リハビリテーション病棟の取得 

・ 急性期を経過した患者の受け入れに特化し、診療報酬上の施設基準と

して回復期リハビリテーション病棟を取得する。（資料－２） 

 

・ 経営を考慮すると将来的には、一般病床から療養病床に転換すべきで

ある。 

 

    ② 病棟運営について 

・ 総病床数は、千葉県保健医療計画により配分されている２００床とし

て、１病棟の病床数は３０人台（３０人～３９人の間）とする。また重

症病棟と中・軽症病棟というように重症度による看護体制が望ましい。 

 

・ 発症後早期の患者を主とすることから看護師及び看護補助者の合計配

置を患者１．５人に１人以上、また十分なリハビリテーションを提供す

るためには、理学療法士、作業療法士は、それぞれ患者４．５人に１人

以上の配置が望まれる。 

 

（３）外来診療について 

 

・ リハビリテーション病院の大きな役割は、入院患者に対するリハビリテ

ーション医療の提供であるため、退院患者の再診及び紹介外来とすること

が望ましい。 

 

・ 紹介外来は、地域の診療所からの患者情報提供書に基づいたリハビリテ

ーションの提供とする方式が考えられる。 

 

（４）高額検査機器について 

 

  高額検査機器は、医療センターとの連携により共同利用を図ることによ

り必要最低限の整備が望ましい。 
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４．設置・運営形態について 

 

（１）設置・運営形態の選択肢 

 

 リハビリテーション病院が取り得る運営形態は、①公設公営 ②公設民営

 ③民設民営 ④公営企業型地方独立行政法人の４つが考えられ、各形態の

メリット・デメリットは（資料－３）のとおりである。 

 

（２）公的病院を取り巻く環境 

 

① 現在、自治体病院を含め公的病院は、医療環境の変化にともない、「民

間にできることは民間に」という考え方を基本に、公的病院の整理・集約

が行われている。 

 

② 自治体病院の８６．６％が赤字である。これは、他の公的病院の赤字の

割合が３４～３６％に対して２倍以上の数値であり、民間病院と較べると

４倍以上である。（資料－４） 

 

    ③ 平成１５年６月地方自治法が改正され、公の施設の管理に民間の能力や

ノウハウを幅広く活用し、効率的・効果的な運営を図るため、公募による

指定管理者制度が導入された。 

    病院においては、医療法で病院を開設できる法人又は団体は指定管理者

になることができるようになった。 

    したがって、公営企業型地方独立行政法人にあっては、指定管理者制度

において対応できない場合に検討の対象となる。 

 

④ 本市のリハビリテーション病院も、「民間にできることは民間に」とい

う考え方を基本に、独立採算を可能とする設置・運営形態を考慮しなけれ

ばならない。 

 

（３）リハビリテーション医療の特性 

 

① リハビリテーション医療は、過去の診療報酬体系では、採算性が低く、

政策的医療として主に公的病院が中心となり行われてきたが、現在の診療

報酬体系では、民間病院でも行える医療となっている。 

 

② 回復期リハビリテーション病棟では、患者の状態と入院目的が特定され、

その運営は標準化され易いことから、民間でもリハビリテーション医療の

質は確保できる。（資料－５）  

 

 

 

4



（４）リハビリテーション病院の設置条件 

 

 リハビリテーション病院は、救急医療の中核をなす医療センターの後方支

援と市のリハビリテーション医療の中核を担う役割を期待されていることか

ら、次のようなことに配慮しなければならない。 

① 早い時期に建設整備されること。 

② 将来に渡ってリハビリテーション病院の継続性の確保がされること。 

   ③ 医療センターの近隣に設置されること。 

 

（５）選択すべき設置・運営形態 

 

  リハビリテーション病院の設置・運営形態の選択については、 

 

① 上記（２）及び（３）の「公的病院を取り巻く環境」及び「リハビリ

テーション医療の特性」を踏まえると、民間手法を取り入れるべきであ

る。 

 

② 上記（４）の「リハビリテーション病院の設置条件」に加えて、公共

事業として整備を図ることが用地を提供する地権者の理解を得やすいこ

とから、市がリハビリテーション病院を建設整備することが最良である。 

   

     以上のことから、市がリハビリテーション病院を整備し、民間法人等の指

定管理者が病院を運営する公設民営とすべきである。 

 

（６）病院運営主体の選定要件 

 

     公設民営とする場合には、地方自治法の指定管理者制度の手続きに従って指

定管理者を指定することになる。指定管理者は、法人その他の団体となってお

り、幅広い民間法人等がその対象になるが、医療法で病院の開設が認められる

民間法人等に限られる。 

 指定管理者は、病院経営・運営責任を十分に果たしうる組織体制、物的及び

人的能力を有しているとともに、次に挙げる要件等を具備する必要がある。 

 

・医療センター等地域医療との連携ができること。 

・地域リハビリテーション体制の構築への協力ができること。 

・安定した経営基盤を有していること。 

・独立採算が可能な経営能力があること。 

・迅速かつ効果的、効率的に医療を行えること。 
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（７）設置場所について 

 

以下の理由により医療センターの近隣が望ましい。 

  ① 医療センターとの連携が可能となる。 

  ② 医療センターの高額検査機器の共同利用が可能となる。 

 

 

５．地域リハビリテーション体制の構築について 

 

（１）リハビリテーション病院の建設整備に合わせて、次のような観点から、地

域リハビリテーション体制の構築を図る必要がある。 

   ① リハビリテーション病院の退院患者にとっては、維持期のリハビリへ

スムーズに移行することができる。 

   ② リハビリテーション病院にとっては、急性期患者を円滑に受け入れら

れるようクリアランスを確保することができる。 

 

（２）そのためには、地域の医療機関が、患者の身体管理、維持期リハビリテー

ションの提供を行うことができる体制を整えることが必要である。 

 

（３）現在、市内には十分な維持期リハビリテーションを提供することができる

と認められる診療所は、２カ所しかない状況で、今後、維持期リハビリテー

ションを提供できる診療所の整備が課題である。（資料－１） 

 また、地域リハビリテーション体制の構築には、「地域での生活の視点」

から訪問歯科診療と地域医療機関との連携も重要となる。 

 

 

６．緩和ケア病棟について 

 

 （１）緩和ケア病棟の必要性について 

 

 本市が属する東葛南部地域保健医療圏は、緩和ケア病棟の空白地帯となっ

ている。 

 そのため現状では、治癒が望めない末期がんの患者も急性期疾患の患者と

同じ病棟に入院することになり、特に精神的なケアが十分に行える環境が未

整備である。 

 今後、がん発生率の高い中高年層の増加などから緩和ケア病棟の需要は一

層高まることが予測される。 

 このため、末期がん患者が肉体的苦痛の除去にとどまらず精神的苦痛や不

安を軽減し、住み慣れた地域で家族とともに穏やかな最期を過ごすことがで

きる設備・体制を備えた緩和ケア病棟の整備が望まれる。 
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 （２）緩和ケア病棟の機能について 

 

     治癒が望めない患者に対し、肉体的苦痛を可能な限りコントロールする医

療と、可能な限り患者自身のペースで生活ができる療養環境を整え、患者及

びその家族にできる限りのＱＯＬ（生活の質）を提供する。 

 

 （３）緩和ケア病棟の取り扱いについて 

 

 緩和ケアは、診療各科によるチーム医療が不可欠である。リハビリテーシ

ョン単科病院に緩和ケア病棟のために各診療科の医師を配置することは効率

性・採算性において困難である。 

    このことから、次の理由により、緩和ケア病床２０床は、リハビリテーシ

ョン病院と切り離して、医療センターの増床として事業を推進すべきである。 

 

① 現県保健医療計画で県から市に配分されている緩和ケア病床は、リハ

ビリテーション病院に設置しない場合には県に返還をすることとなり、

次期県保健医療計画において、再度、市に配分される保証はないこと。 

 

② 緩和ケア病床は、市内に整備されておらず、市民がその整備を待ち望

んでいること。 

 

③ 医療センターにおいては、一般病棟に末期がん患者が並列で入院して

おり、緩和ケア病床の整備が急務となっていること。 
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